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●日時  

令和３年 5月 28日（金） 15時 32分～15時 50分 

 

●場所 

 芽室町役場 ２階 会議室７・８ 

 

●議事日程  

日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

日程第３  報告第２号 農地法第４条の規定による許可報告の件 

日程第４  報告第３号 農地法第５条の規定による許可報告の件 

日程第５  議案第１号 農地法第３条の規定による許可の件 

日程第６  議案第２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書提出の件 

日程第７  議案第３号 令和３年度芽室町農業委員会活動方針の件 

日程第８  議案第４号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価の件 

日程第９  議案第５号 令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画決定の件 

                                           

●出席委員 

  １番 島部   亨  ２番 敬松 穣治  ３番 小寺 典子  ４番 道下 勇治 

  ５番 坂下 義晴  ６番 早苗 裕典  ７番 森田 文秀  ８番 横溝  勲 

９番 平林 浩哉 １０番 谷口 栄治 １１番 鈴木  進 １２番 後藤 和則 

１３番 西川 幹生 １４番 相澤 研二 １５番 浅井 隆久 １６番 森本 敏彦 

１７番 浅野 博文 

                                           

●欠席委員  なし 

                                           

●委員会に参与した者 

 事務局長 藤野 元成  事務局次長 土田 雅敏  農地振興係長 村上 大助 

                                           

●議事録署名委員 

    ４番 道下 勇治  ５番 坂下 義晴 
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（15時 32分 開会） 

   

●日程第１ 議事録署名委員の指名 

○議長（島部会長） 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。それでは、芽室町農業委員

会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員に ３番 道下委員 ４番 坂下委員 

を指名します。以上で日程第１を終わります。 

  

  

●日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出

報告の件を議題といたします。それでは、番号 1番について、事務局より議案の説明をお願いし

ます。 

○事務局(土田) 報告第３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件。次の者か

ら農地法第３条の３第１項の規定による届出を受理したので報告する。 

【番号 1番朗読】 

○議長（島部会長） ただ今の報告第１号ついて、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

特に発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

    

   

●日程第３ 報告第２号 農地法第４条の規定による許可報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第３ 報告第２号 農地法第４条の規定による許可報告の件を

議題といたします。それでは、番号 1番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局(土田) 報告第２号 農地法第４条の規定による許可報告の件。次の件について、許可

したので報告する。 

【番号 1番朗読】 

○議長（島部会長） ただ今の報告第２号ついて、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

特に発言がないようですので、以上で報告第２号を終わります。 

    

   

●日程第４ 報告第３号 農地法第５条の規定による許可報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第４ 報告第３号 農地法第５条の規定による許可報告の件を

議題といたします。それでは、番号 1番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局(土田) 報告第２号 農地法第５条の規定による許可報告の件。次の件について、許可

したので報告する。 

【番号 1番朗読】 

○議長（島部会長） ただ今の報告第３号ついて、発言のある方は挙手をお願いします。 
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【なし・・との声】 

特に発言がないようですので、以上で報告第３号を終わります。 

    

   

●日程第５ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第５ 議案第１号 農地法第３条の規定による許可の件を議題

とします。それでは番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 議案第１号 農地法第３条の規定による許可の件。次の者から農地法第３条

の規定による許可申請があったので審議を求める。 

【番号１番朗読】 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 後藤委員から

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１２番（後藤委員） ただ今の件ですが、親から子への使用貸借であります。借人は、既に２

０年以上農業経営に従事しております。また、地域の役員や農業販売組織の役員となるなど、意

欲的に農業を行っており、地域の理解もあり問題ない案件であります。 

〇議長（島部委員） これより質疑に入ります。ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 続いて採決に移ります。番号１番について、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

 【異議なし・・との声】 

異議なしと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。 

以上で議案第１号を終わります。 

  

  

●日程第６ 議案第２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書提出の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第６ 議案第２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書

提出の件を議題といたします。それでは番号１番について、事務局より議案の説明をお願いしま

す。 

○事務局(土田) 議案第２号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書提出の件。農業振興

地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定により、芽室町より意見を求められ

た次の農業振興地域整備計画の変更について審議を求める。 

【番号１番朗読】 

○議長（島部会長）ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 坂下委員から現

地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○５番（坂下委員） 新たに格納庫の建設を計画しています。近年の農機具等の大型化に伴い既

存施設では十分はスペースが難しくなってきています。また、小麦乾燥施設を設置し自乾を予定

しています。通路・作業場については、小麦の搬出入の際の安全確保のためとなっています。 

〇議長（島部委員） これより質疑に入ります。ご意見・ご質問はありませんか。 



 

 

- 4 - 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 続いて採決に移ります。番号１番について、原案のとおり決定することに

ご異議ありませんか。 

 【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号１番については、原案のとおり決定いたします。 

以上で議案第２号を終わります。 

   

   

●日程第７ 議案第３号 令和３年度芽室町農業委員会活動方針の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第７ 議案第３号 令和３年度芽室町農業委員会活動方針の件

を議題といたします。それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（村上） 議案第３号 令和３年度芽室町農業委員会活動方針の件。芽室町農業委員会

活動方針を次のとおり策定したいので審議を求める。 

農業委員会では、１期 3年間の活動方針を定め、毎年度活動計画を策定し、活動を推進してい

くもので、令和 3年度の活動計画についてご審議頂きたい。 

○議長（島部会長）ただ今事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

議長（島部会長） 続いて採決に移ります。議案第３号について、原案のとおり決定することで

ご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、議案第３号については、原案のとおり決定いたします。

以上で、議案第３号を終わります。 

   

   

●日程第８ 議案第４号 令和２年度の目標及びこの達成に向けた活動の点検評価の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第８ 議案第４号 令和２年度の目標及びこの達成に向けた活

動の点検・評価の件を議題といたします。それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（村上） 議案第４号 令和２年度の目標及びこの達成に向けた活動の点検評価の件。

芽室町農業委員会の令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価について審議を

求める。令和 2年度は、担い手への農地集積・集約化、新規参入の促進、遊休農地に関する措置

を中心に活動し、評価としてはほぼ目標を達成できたとしています。なお、この点検及び評価結

果については、農業委員会等に関する法律第３７条及び同法施行規則第１５条の規定により町

ホームページにて公表することとなります。以上、ご審議頂きたい。 

○議長（島部会長）ただ今事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

議長（島部会長） 続いて採決に移ります。議案第４号について、原案のとおり決定することで

ご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 
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○議長（島部会長） ないものと認め、議案第４号については、原案のとおり決定いたします。

以上で、議案第４号を終わります。 

   

   

●日程第９ 議案第５号 令和３年度の目標及びこの達成に向けた活動計画決定の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第９ 議案第５号 令和３年度の目標及びこの達成に向けた活

動計画決定の件を議題といたします。それでは、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（村上） 議案第５号 令和３年度の目標及びこの達成に向けた活動計画策定の件。芽

室町農業委員会の令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画について審議を求める。令

和３年度については、担い手への農地集積・集約化、新規参入の促進、遊休農地に関する措置を

中心に活動していくこととしています。なお、この計画ついては、農業委員会等に関する法律第

３７条及び同法施行規則第１５条の規定により町ホームページにて公表することとなります。

以上、ご審議頂きたい。 

○議長（島部会長）ただ今事務局より説明がありましたが、ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

議長（島部会長） 続いて採決に移ります。議案第５号について、原案のとおり決定することで

ご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、議案第５号については、原案のとおり決定いたします。

以上で、議案第５号を終わります。 

  

  

○議長（島部会長） 本日の議案の審議はすべて終了いたしました。 

この際、その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

よろしいですか。それでは以上をもちまして、芽室町農業委員会第１１回総会を閉会いたします。 

 

（15時 50分 閉会） 
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 以上、農業委員会会議規則第 13条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

令和 ３年 ５月２８日 

 

 

 

芽室町農業委員会会長 

 

 

 

会 議 録 署 名 委 員 

 

 

 

会 議 録 署 名 委 員 

 

 

 

 

 

 


